
神戸市地域公共交通活性化協議会要綱  

平成 29年 12月 8日  

住宅都市局長決定  

（趣旨）  

第１条  地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成 19年法律第 59号。以

下「法」という。）第６条第１項の規定に基づき，地域公共交通網形成計画の

変更等に関する協議及び実施に係る連絡調整を行うため，神戸市地域公共交通

活性化協議会（以下「協議会」という。）を開催する。  

（委員）   

第２条  協議会に参加する委員は， 40人以内とする。  

２  特別の事項について意見を聴取するために必要があるときは，臨時委員を置

くことができる。  

３  委員及び臨時委員は，次に掲げる者のうちから，市長が委嘱し，又は任命す

る。  

 (1) 学識経験を有する者  

(2) 市民  

 (3) 法第２条第２号に規定する公共交通事業者等の代表者等  

 (4) 各種団体の代表者等  

 (5) 関係行政機関の職員  

 (6) 市職員  

 (7) 前各号に掲げる者のほか，市長が特に必要があると認める者  

（任期）  

第３条  委員の任期は，２年とする。ただし，委員が欠けた場合における補欠委

員の任期は，前任者の残任期間とする。  

２  委員は再任されることができる。  

（会長）  

第４条  市長は，委員の中から会長を指名する。  

２  会長は，会の進行をつかさどる。  

３  会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，あらかじめ市長が指名す

る委員が，その職務を代理する。  

（部会）  



第５条  協議会は，必要に応じ，部会を開催することができる。  

２  部会に属すべき委員及び臨時委員は，市長が指名する。  

３  部会に部会長を置く。部会長は，部会に属すべき委員の中から市長が選任す

る。  

４  部会長は，当該部会の進行をつかさどる。  

５  部会長に事故があるときは，当該部会に属する委員のうちから市長があらか

じめ指名する者が，その職務を代理する。  

（会議）  

第６条  協議会は必要に応じて，都市局長が招集する。  

２  協議会は，委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ，

会議を開くことができない。  

３  市長は，必要があると認めるときは，第三者の出席及び意見の聴取並びに第

三者からの資料の提出に関し，協力を要請することができる。  

４  協議会の会議は，公開とする。ただし，神戸市情報公開条例 (平成 13年神戸

市条例第 29号 )第 10条各号に該当すると認められる情報について意見交換を行

う場合，及び会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じ

ると認められる場合については，非公開で行うものとする。  

５  会議の傍聴については，神戸市有識者会議傍聴要綱 (平成 25年３月 27日市長

決定 )を適用する。  

（庶務）  

第７条  協議会の庶務は，都市局において処理する。  

（施行細目の委任）  

第８条  この要綱に定めるもののほか，議事の手続その他協議会の運営に関し必

要な事項は，都市局長が定める。  

 

  附  則  

 この要綱は，平成 30年４月１日から施行する。  

  附  則  

 この要綱は，平成 30年８月１日から施行する。  

 附  則  

 この要綱は，令和２年９月１日から施行する。  


